
仙台市障害者施策推進協議会運営要領（改正案） 

 

平 成 2 2 年 ８ 月 ９ 日  

仙台市障害者施策推進協議会  

 

 （趣旨） 

第１条 仙台市障害者施策推進協議会（以下「協議会」という。）の運営は，「仙台市障害

者施策推進協議会条例」（昭和６３年仙台市条例第１２８号。以下以下以下以下「「「「条例条例条例条例」」」」というというというという。。。。），並

びに「附属機関等の設置及び運営の基準に関する要綱」（平成９年３月１９日市長決裁。）

及び「附属機関等の会議の公開に関する取扱要領」（平成１１年３月１２日総務局長決

裁）に定めるもののほか，この要領に定めるところによる。 

 

 （会議の招集） 

第２条 会長は，協議会の会議を招集しようとするときは，緊急の場合その他やむを得な

い場合を除き，当該会議の日時，開催場所及び当該会議において付議しようとする事項

を記載した文書でもって，その開催の１月前までに委員に通知しなければならない。 

 

 （議事録の作成） 

第３条 会長は，協議会の会議の議事録を作成し，次の各号に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 

 (1) 会議の日時及び開催場所 

 (2) 会議に出席した委員の氏名 

 (3) 会議の議事の要点 

 (4) その他会長が特に必要と認めた事項 

２ 前項の議事録には，会長が指名した委員１名が署名しなければならない。 

 

 （会議の公開） 

第４条 協議会の会議は，公開でこれを行う。ただし，協議会の会議が次の各号のいずれ

かに該当する場合は，この限りでない。 

 (1) 仙台市情報公開条例（平成１２年仙台市条例第８０号）第７条各号に掲げる情報を

扱う場合 

 (2) 会議に出席している委員が全員一致で，会議を公開することにより，公正及び中立

な審議が阻害され会議の目的が達成されないと認める場合 

２ 公開した会議の議事録の写し及び会議資料は，仙台市市政情報センター及及及及びびびび区情報区情報区情報区情報セセセセ

ンタンタンタンターーーー並並並並びにびにびにびに仙台市仙台市仙台市仙台市ホームページホームページホームページホームページにおいて，市民の閲覧に供するものとする。 

 

 （傍聴席） 

第５条 協議会は，当該会議の会場に傍聴席を設け，市民等に傍聴を認めるものとする。

ただし，前条第１項各号の規定により，協議会の会議を公開しない場合は，この限りで

はない。 

資料 ２ 



２ 協議会は，公開する会議の運営上必要と認めたときは，傍聴人の定員数を制限するこ

とができる。 

 

 （傍聴人） 

第６条 傍聴人は，協議会の会場において傍聴のために定められた場所以外に立ち入って

はならない。 

２ 会長は，危険な物を所持している者，酒気を帯びている者その他協議会の秩序を保持

するために支障があると認められる者に対しては入場を拒み，又はその者を退場させる

ことができる。 

３ 傍聴人は，傍聴席において発言し又は会議の進行を妨げるような行為をしてはならな

い。 

４ 傍聴人は，協議会の会場において会長の指示に従わなければならない。 

５ 会長は，その指示に従わない傍聴人を退場させることができる。 

 

((((臨時委員臨時委員臨時委員臨時委員))))    

第第第第７７７７条条条条    協議会協議会協議会協議会にににに、、、、特別特別特別特別のののの事項事項事項事項をををを調査審議調査審議調査審議調査審議させるためさせるためさせるためさせるため必要必要必要必要があるときはがあるときはがあるときはがあるときは、、、、臨時委員臨時委員臨時委員臨時委員をををを置置置置くくくく

ことができることができることができることができる。。。。    

2222    臨時委員臨時委員臨時委員臨時委員はははは、、、、条例第二条第二項各号条例第二条第二項各号条例第二条第二項各号条例第二条第二項各号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者のうちからのうちからのうちからのうちから市長市長市長市長がががが委嘱委嘱委嘱委嘱しししし、、、、又又又又はははは任命任命任命任命すすすす

るるるる。。。。    

3333    臨時委員臨時委員臨時委員臨時委員はははは、、、、当該特別当該特別当該特別当該特別のののの事項事項事項事項にににに関関関関するするするする調査審議調査審議調査審議調査審議がががが終了終了終了終了したときにしたときにしたときにしたときに、、、、解嘱又解嘱又解嘱又解嘱又はははは解任解任解任解任されされされされ

るものとするるものとするるものとするるものとする。。。。    

    

((((分科会分科会分科会分科会))))    

第第第第８８８８条条条条    協議会協議会協議会協議会はははは、、、、特定特定特定特定のののの事項事項事項事項をををを調査審議調査審議調査審議調査審議するためするためするためするため、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ、、、、分科会分科会分科会分科会をををを置置置置くことがでくことがでくことがでくことがで

きるきるきるきる。。。。    

2222    分科会分科会分科会分科会にににに属属属属すべきすべきすべきすべき委員及委員及委員及委員及びびびび臨時委員臨時委員臨時委員臨時委員はははは、、、、会長会長会長会長がががが指名指名指名指名するするするする。。。。    

3333    分科会分科会分科会分科会にににに分科会長及分科会長及分科会長及分科会長及びびびび副分科会長副分科会長副分科会長副分科会長をををを置置置置きききき、、、、当該分科会当該分科会当該分科会当該分科会にににに属属属属するするするする委員委員委員委員のののの互選互選互選互選によりによりによりにより選任選任選任選任

するするするする。。。。    

4444    副分科会長副分科会長副分科会長副分科会長はははは、、、、分科会長分科会長分科会長分科会長をををを補佐補佐補佐補佐しししし、、、、分科会長分科会長分科会長分科会長にににに事故事故事故事故があるときがあるときがあるときがあるとき又又又又はははは分科会長分科会長分科会長分科会長がががが欠欠欠欠けたけたけたけた

ときはときはときはときは、、、、そのそのそのその職務職務職務職務をををを代理代理代理代理するするするする。。。。    

5555    条例六条条例六条条例六条条例六条のののの規定規定規定規定はははは、、、、分科会分科会分科会分科会にににに準用準用準用準用するするするする。。。。このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「会長会長会長会長」」」」とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは「「「「分科分科分科分科

会長会長会長会長」」」」とととと、「、「、「、「委員委員委員委員」」」」とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは「「「「分科会分科会分科会分科会にににに属属属属するするするする委員委員委員委員」」」」とととと読読読読みみみみ替替替替えるものとするえるものとするえるものとするえるものとする。。。。    

    

((((部会部会部会部会))))    

第第第第９９９９条条条条    協議会及協議会及協議会及協議会及びびびび分科会分科会分科会分科会はははは、、、、特定特定特定特定のののの事項事項事項事項をををを調査調査調査調査するためするためするためするため、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ、、、、部会部会部会部会をををを置置置置くことくことくことくこと

ができるができるができるができる。。。。    

2222    部会部会部会部会にににに属属属属すべきすべきすべきすべき委員委員委員委員、、、、臨時委員及臨時委員及臨時委員及臨時委員及びびびび専門委員専門委員専門委員専門委員はははは、、、、会長会長会長会長（（（（分科会分科会分科会分科会におかれるにおかれるにおかれるにおかれる部会部会部会部会にあっにあっにあっにあっ

てはてはてはては、、、、分科会長分科会長分科会長分科会長））））がががが指名指名指名指名するするするする。。。。    

3333    部会部会部会部会にににに部会長及部会長及部会長及部会長及びびびび副部会長副部会長副部会長副部会長をををを置置置置きききき、、、、当該部会当該部会当該部会当該部会にににに属属属属するするするする委員委員委員委員のののの互選互選互選互選によりによりによりにより選任選任選任選任するするするする。。。。    

4444    副部会長副部会長副部会長副部会長はははは、、、、部会長部会長部会長部会長をををを補佐補佐補佐補佐しししし、、、、部会長部会長部会長部会長にににに事故事故事故事故があるときがあるときがあるときがあるとき又又又又はははは部会長部会長部会長部会長がががが欠欠欠欠けたときはけたときはけたときはけたときは、、、、



そのそのそのその職務職務職務職務をををを代理代理代理代理するするするする。。。。    

5 5 5 5 条例第六条条例第六条条例第六条条例第六条のののの規定規定規定規定はははは、、、、部会部会部会部会にににに準用準用準用準用するするするする。。。。このこのこのこの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、「、「、「、「議長議長議長議長」」」」とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは「「「「部会部会部会部会

長長長長」」」」とととと、「、「、「、「委員委員委員委員」」」」とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは「「「「部会部会部会部会にににに属属属属するするするする委員委員委員委員」」」」とととと読読読読みみみみ替替替替えるものとするえるものとするえるものとするえるものとする。。。。    

 

 （庶務） 

第 10101010 条 協議会の庶務は，仙台市健康福祉局健康福祉部障害企画課において処理する。 

 

 （その他） 

第 11111111 条 この要領に定めるもののほか，協議会の運営について必要な事項は，会長が別

に定める。 

 

   附 則 

 （実施期日） 

この要領は,平成 22 年８月９日から実施する。 

附 則（平成 24 年６月１日改正） 

この要領は，平成 24 年６月１日から実施する。 
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聴
人

）
 

 
 

第
６

条
 

傍
聴

人
は

，
協

議
会

の
会

場
に

お
い

て
傍

聴
の

た
め

に
定

め
ら

れ

た
場

所
以

外
に

立
ち

入
っ

て
は

な
ら

な
い

。
 

 
 

２
 

会
長

は
，

危
険

な
物

を
所

持
し

て
い

る
者

，
酒

気
を

帯
び

て
い

る
者

そ
 

 



の
他

協
議

会
の

秩
序

を
保

持
す

る
た

め
に

支
障

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
者

に
対

し
て

は
入

場
を

拒
み

，
又

は
そ

の
者

を
退

場
さ

せ
る

こ
と

が
で

き
る

。
 

３
 

傍
聴

人
は

，
傍

聴
席

に
お

い
て

発
言

し
又

は
会

議
の

進
行

を
妨

げ
る

よ
う

な
行

為
を

し
て

は
な

ら
な

い
。

 

４
 

傍
聴

人
は

，
協

議
会

の
会

場
に

お
い

て
会

長
の

指
示

に
従

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

 
 

５
 

会
長

は
，

そ
の

指
示

に
従

わ
な

い
傍

聴
人

を
退

場
さ

せ
る

こ
と

が
で

き

る
。

 

 
 

 
( (((
臨

時
委

員
臨

時
委

員
臨

時
委

員
臨

時
委

員
) )))
    

 

（
新

設
）

 
第 第第第

７ ７７７
条 条条条

    
協

議
会

協
議

会
協

議
会

協
議

会
に ににに

、 、、、
特

別
特

別
特

別
特

別
の ののの

事
項

事
項

事
項

事
項

を ををを
調

査
審

議
調

査
審

議
調

査
審

議
調

査
審

議
さ

せ
る

た
め

さ
せ

る
た

め
さ

せ
る

た
め

さ
せ

る
た

め
必

要
必

要
必

要
必

要
が

あ
る

と
き

が
あ

る
と

き
が

あ
る

と
き

が
あ

る
と

き

は ははは
、 、、、

臨
時

委
員

臨
時

委
員

臨
時

委
員

臨
時

委
員

を ををを
置 置置置

く
こ

と
が

で
き

る
く

こ
と

が
で

き
る

く
こ

と
が

で
き

る
く

こ
と

が
で

き
る

。 。。。
    

 

 
2 222
    

臨
時

委
員

臨
時

委
員

臨
時

委
員

臨
時

委
員

は ははは
、 、、、

条 条条条
例

第
二

条
例

第
二

条
例

第
二

条
例

第
二

条
第

二
項

各
号

第
二

項
各

号
第

二
項

各
号

第
二

項
各

号
に ににに

掲 掲掲掲
げ

る
げ

る
げ

る
げ

る
者 者者者

の
う

ち
か

ら
の

う
ち

か
ら

の
う

ち
か

ら
の

う
ち

か
ら

市
長

市
長

市
長

市
長

が ががが

委
嘱

委
嘱

委
嘱

委
嘱

し ししし
、 、、、

又 又又又
は ははは

任
命

任
命

任
命

任
命

す
る

す
る

す
る

す
る

。 。。。
    

 

 
3 333
    

臨
時

委
員

臨
時

委
員

臨
時

委
員

臨
時

委
員

は ははは
、 、、、
当

該
特

別
当

該
特

別
当

該
特

別
当

該
特

別
の ののの

事
項

事
項

事
項

事
項

に ににに
関 関関関

す
る

す
る

す
る

す
る

調 調調調
査

審
議

査
審

議
査

審
議

査
審

議
が ががが

終 終終終
了 了了了

し
た

と
き

に
し

た
と

き
に

し
た

と
き

に
し

た
と

き
に

、 、、、

解
嘱

又
解

嘱
又

解
嘱

又
解

嘱
又

は ははは
解

任
解

任
解

任
解

任
さ

れ
る

も
の

と
す

る
さ

れ
る

も
の

と
す

る
さ

れ
る

も
の

と
す

る
さ

れ
る

も
の

と
す

る
。 。。。

    

 

 
( (((
分

科
会

分
科

会
分

科
会

分
科

会
) )))
    

 

（
新

設
）

 
第 第第第

８ ８８８
条 条条条

    
協

議
協

議
協

議
協

議
会 会会会

は ははは
、 、、、

特
定

特
定

特
定

特
定

の ののの
事

項
事

項
事

項
事

項
を ををを

調
査

審
議

調
査

審
議

調
査

審
議

調
査

審
議

す
る

た
め

す
る

た
め

す
る

た
め

す
る

た
め

、 、、、
必

要
必

要
必

要
必

要
に ににに

応 応応応
じ じじじ

、 、、、
分 分分分

科
会

科
会

科
会

科
会

を ををを
置 置置置

く
こ

と
が

で
き

る
く

こ
と

が
で

き
る

く
こ

と
が

で
き

る
く

こ
と

が
で

き
る

。 。。。
    

 

 
2 222
    

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会

に ににに
属 属属属

す すすす
べ

き
べ

き
べ

き
べ

き
委

員
及

委
員

及
委

員
及

委
員

及
び びびび

臨
時

委
員

臨
時

委
員

臨
時

委
員

臨
時

委
員

は ははは
、 、、、

会
長

会
長

会
長

会
長

が ががが
指

名
指

名
指

名
指

名
す

る
す

る
す

る
す

る
。 。。。

    
 

 
3 333
    

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会

に ににに
分

科
会

長
及

分
科

会
長

及
分

科
会

長
及

分
科

会
長

及
び びびび

副
分

科
会

長
副

分
科

会
長

副
分

科
会

長
副

分
科

会
長

を ををを
置 置置置

き ききき
、 、、、

当
該

分
科

会
当

該
分

科
会

当
該

分
科

会
当

該
分

科
会

に ににに
属 属属属

す
る

す
る

す
る

す
る

委 委委委

員 員員員
の ののの

互
選

互
選

互
選

互
選

に
よ

り
に

よ
り

に
よ

り
に

よ
り

選
任

選
任

選
任

選
任

す
る

す
る

す
る

す
る

。 。。。
    

 

 
4 444
    

副
分

科
会

長
副

分
科

会
長

副
分

科
会

長
副

分
科

会
長

は ははは
、 、、、

分
科

会
長

分
科

会
長

分
科

会
長

分
科

会
長

を ををを
補

佐
補

佐
補

佐
補

佐
し ししし

、 、、、
分

科
会

長
分

科
会

長
分

科
会

長
分

科
会

長
に ににに

事
故

事
故

事
故

事
故

が
あ

る
と

き
が

あ
る

と
き

が
あ

る
と

き
が

あ
る

と
き

又 又又又

は ははは
分

科
会

長
分

科
会

長
分

科
会

長
分

科
会

長
が ががが

欠 欠欠欠
け

た
と

き
は

け
た

と
き

は
け

た
と

き
は

け
た

と
き

は
、 、、、

そ
の

そ
の

そ
の

そ
の

職
務

職
務

職
務

職
務

を ををを
代

理
代

理
代

理
代

理
す

る
す

る
す

る
す

る
。 。。。

    

 

 
5 555
    

条
例

六
条

例
六

条
例

六
条

例
六

条 条条条
の ののの

規
定

規
定

規
定

規
定

は ははは
、 、、、
分

科
会

分
科

会
分

科
会

分
科

会
に ににに

準
用

準
用

準
用

準
用

す
る

す
る

す
る

す
る

。 。。。
こ

の
こ

の
こ

の
こ

の
場

合
場

合
場

合
場

合
に

お
い

て
に

お
い

て
に

お
い

て
に

お
い

て
、「 、「、「、「

会
長

会
長

会
長

会
長

」 」」」
 



と
あ

る
の

は
と

あ
る

の
は

と
あ

る
の

は
と

あ
る

の
は

「 「「「
分

科
会

長
分

科
会

長
分

科
会

長
分

科
会

長
」 」」」

と ととと
、
「

、
「

、
「

、
「

委
員

委
員

委
員

委
員

」 」」」
と

あ
る

の
は

と
あ

る
の

は
と

あ
る

の
は

と
あ

る
の

は
「 「「「

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会

に ににに
属 属属属

す
る

す
る

す
る

す
る

委
員

委
員

委
員

委
員

」 」」」
と ととと

読 読読読
み みみみ

替 替替替
え

る
も

の
と

す
る

え
る

も
の

と
す

る
え

る
も

の
と

す
る

え
る

も
の

と
す

る
。 。。。

    

 
( (((
部

会
部

会
部

会
部

会
) )))
    

 

（
新

設
）

 
第 第第第

９ ９９９
条 条条条

    
協

議
協

議
協

議
協

議
会

及
会

及
会

及
会

及
び びびび

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会

は ははは
、 、、、

特
定

特
定

特
定

特
定

の ののの
事

項
事

項
事

項
事

項
を ををを

調
査

調
査

調
査

調
査

す
る

た
め

す
る

た
め

す
る

た
め

す
る

た
め

、 、、、
必

要
必

要
必

要
必

要
に ににに

応 応応応

じ じじじ
、 、、、

部
会

部
会

部
会

部
会

を ををを
置 置置置

く
こ

と
が

で
き

る
く

こ
と

が
で

き
る

く
こ

と
が

で
き

る
く

こ
と

が
で

き
る

。 。。。
    

 

 
2 222
    

部
会

部
会

部
会

部
会

に ににに
属 属属属

す すすす
べ

き
べ

き
べ

き
べ

き
委

員
委

員
委

員
委

員
、 、、、

臨
時

委
員

及
臨

時
委

員
及

臨
時

委
員

及
臨

時
委

員
及

び びびび
専

門
委

員
専

門
委

員
専

門
委

員
専

門
委

員
は ははは

、 、、、
会

長
会

長
会

長
会

長
（ （（（

分
科

会
分

科
会

分
科

会
分

科
会

に ににに

お
か

れ
る

お
か

れ
る

お
か

れ
る

お
か

れ
る

部
会

部
会

部
会

部
会

に
あ

っ
て

は
に

あ
っ

て
は

に
あ

っ
て

は
に

あ
っ

て
は

、 、、、
分

科
会

長
分

科
会

長
分

科
会

長
分

科
会

長
） ）））

が ががが
指

名
指

名
指

名
指

名
す

る
す

る
す

る
す

る
。 。。。

    

 

 
3 333
    

部
会

部
会

部
会

部
会

に ににに
部

会
長

及
部

会
長

及
部

会
長

及
部

会
長

及
び びびび

副
部

会
長

副
部

会
長

副
部

会
長

副
部

会
長

を ををを
置 置置置

き ききき
、 、、、

当
該

部
会

当
該

部
会

当
該

部
会

当
該

部
会

に ににに
属 属属属

す
る

す
る

す
る

す
る

委
員

委
員

委
員

委
員

の ののの
互

選
互

選
互

選
互

選

に
よ

り
に

よ
り

に
よ

り
に

よ
り

選
任

選
任

選
任

選
任

す
る

す
る

す
る

す
る

。 。。。
    

 

 
4 444
    

副 副副副
部

会
長

部
会

長
部

会
長

部
会

長
は ははは

、 、、、
部

会
長

部
会

長
部

会
長

部
会

長
を ををを

補
佐

補
佐

補
佐

補
佐

し ししし
、 、、、

部
会

長
部

会
長

部
会

長
部

会
長

に ににに
事

故
事

故
事

故
事

故
が

あ
る

と
き

が
あ

る
と

き
が

あ
る

と
き

が
あ

る
と

き
又 又又又

は ははは
部

会
部

会
部

会
部

会

長 長長長
が ががが

欠 欠欠欠
け

た
と

き
は

け
た

と
き

は
け

た
と

き
は

け
た

と
き

は
、 、、、

そ
の

そ
の

そ
の

そ
の

職
務

職
務

職
務

職
務

を ををを
代

理
代

理
代

理
代

理
す

る
す

る
す

る
す

る
。 。。。

    

 

 
5 555
    

条
例

条
例

条
例

条
例

第 第第第
六 六六六

条 条条条
の ののの

規
定

規
定

規
定

規
定

は ははは
、 、、、
部

会
部

会
部

会
部

会
に ににに

準
用

準
用

準
用

準
用

す
る

す
る

す
る

す
る

。 。。。
こ

の
こ

の
こ

の
こ

の
場

合
場

合
場

合
場

合
に

お
い

て
に

お
い

て
に

お
い

て
に

お
い

て
、「 、「、「、「

議
長

議
長

議
長

議
長

」 」」」

と
あ

る
の

は
と

あ
る

の
は

と
あ

る
の

は
と

あ
る

の
は

「 「「「
部

会
長

部
会

長
部

会
長

部
会

長
」 」」」

と ととと
、「 、「、
「

、「
委

員
委

員
委

員
委

員
」 」」」

と
あ

る
の

は
と

あ
る

の
は

と
あ

る
の

は
と

あ
る

の
は

「 「「「
部

会
部

会
部

会
部

会
に ににに

属 属属属
す

る
す

る
す

る
す

る
委

員
委

員
委

員
委

員
」 」」」

と ととと
読 読読読

み みみみ
替 替替替

え
る

も
の

と
す

る
え

る
も

の
と

す
る

え
る

も
の

と
す

る
え

る
も

の
と

す
る

。 。。。
    

 

（
庶

務
）

 
 

 

第
７

条
 

協
議

会
の

庶
務

は
，
仙

台
市

健
康

福
祉

局
健

康
福

祉
部

障
害

企
画

課

に
お

い
て

処
理

す
る

。
 

第
1
0

1
0

1
0

1
0
条

 
 

（
以

下
略

）
 

 

 
（

そ
の

他
）

 
 

 

第
８

条
 

こ
の

要
領

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
，
協

議
会

の
運

営
に

つ
い

て
必

要

な
事

項
は

，
会

長
が

別
に

定
め

る
。

 

第
1
1

1
1

1
1

1
1
条

 

（
以

下
略

）
 

 

 
 

 

附
 

則
 

（
施

行
期

日
）

 

１
 

こ
の

運
営

要
領

は
平

成
二

十
四

年
六

月
一

日
か

ら
施

行
す

る
。

 


